
投函日 1/27 氏名 住所

回答

町民ポスト

匿名希望

　町民の皆さまの安全・安心の確保に向け、感染症の拡大防止対策に取り組む
観点から、日々行政サービスの提供を担う職員の就業場所での執務において
は、マスクの着用・手指の消毒の励行、庁舎内の定期的な換気を行うととも
に、窓口対応時や会議時においても、マスクの着用を必須とすることを周知徹
底しています。
　ご意見にあります「各施設の一部出入者などが実施されていない方が見られ
ます。特に職員と思われる方が何回も出入りしているかと思いますが、見た目
には分かりません」とありますように、住民の方に心配を抱かせないよう、引
き続き職員へ周知徹底を行います。

所管課 総務課

　新型コロナウイルス感染予防として、各施設の出入口等に消毒液が設置され
ています。ほとんどの人は実施されていますが、一部出入者等に実施されてい
ない方が見られます。
　特に施設の職員と思われる方が、何回も出入リしているからかと思います
が、見た目には分かりません。
　消毒等の実施をお願いしている側が実施していないように見えます。

ご意見


